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野田市条例第３号

野田市手数料条例の一部を改正する条例

野田市手数料条例（昭和５１年野田市条例第４号）の一部を次のように改正

する。

別表の６の３３の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」

を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同項を同表

の６の３４の項とし、同表の６の３２の項中「建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」

に、「３１の項」を「３２の項」に改め、同項を同表の６の３３の項とし、同

表の６の３１の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同項を同表の６

の３２の項とし、同表の６の３０の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に、

「２９の項」を「３０の項」に改め、同項を同表の６の３１の項とし、同表の

６の２９の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同項を同表の６の３

０の項とし、同表の６の２８の項中「２７の項」を「２８の項」に改め、同項

を同表の６の２９の項とし、同表の６の２７の項中「建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する

法律」に改め、同項を同表の６の２８の項とし、同表の６中２６の項を２７の

項とし、２５の項を２６の項とし、同表の６の２４の項中「２２の項」を「２

３の項」に改め、同項を同表の６の２５の項とし、同表の６の２３の項中「２

１の項」を「２２の項」に改め、同項を同表の６の２４の項とし、同表の６中

２０の項から２２の項までを１ずつ繰り下げ、１９の項の次に次のように加え

る。

２０ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第

３３８号）第１３７条の１２第６項又は第

７項の規定に基づく建築物に対する制限の

２７，０００円



別表の９の３の項中「１，１８０，０００円」を「１，４５０，０００円」

に、「１，４１０，０００円」を「１，７２０，０００円」に、「１，５９０，

０００円」を「１，９２０，０００円」に、「１，９５０，０００円」を「２，

３６０，０００円」に、「２，２７０，０００円」を「２，７４０，０００円｣

に、「４，５５０，０００円」を「５，６４０，０００円」に、「５，８２０，

０００円」を「７，２４０，０００円」に、「７，０７０，０００円」を「８，

７９０，０００円」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。

適用除外に関する大規模の修繕又は大規模

の模様替に係る認定の申請に対する審査


